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２０２３やまびこフェスタ 

出 店 要 領 

 

１．目的 

   この要領は、２０２３やまびこフェスタ事業実施要項に基づき、やまびこフェス

タ実行委員会「以下「主催者」という。」が、出店運営について、必要な事項を定め

るものです。 

２．開催日時 

出店及び販売する時間は、次のとおりとします。 

 １）９月 ９日（土）午前９時３０分～午後４時３０分 

２）９月１０日（日）午前９時３０分～午後４時３０分 

３．販売・展示コーナーの設置場所 

 １）屋外テントの位置 

道の駅「やまびこ館」イベント広場（芝生広場） 

〒028-2513 岩手県宮古市川内第８地割２  

 ２）区画 

出店申込は１テント（３間×２間）２日間の申込みとします。（テントは主催者

が用意します。申込者数により共同テントになる場合があります。また、配置

は、主催者で決定させていただきますので、予めご了承下さい。） 

  

４．出店料 

 １）宮古市内の出店者は、１テント２日間で３，５００円です。 

 ２）宮古市外の出店者は、１テント２日間で５，５００円です。 

   ※作品などの展示及び紹介・ＰＲについては無料ですが、当日、イベント会場

内で開催予定の「福引抽選」対象店舗から除外させていただきます。 

  

５．出店条件 

 １）法令等により許可又は登録を必要とする営業については、当該許可又は登録を

受けていること。 

 ２）法令等に違反して過去１年間処分を受けていないこと。 

 ３）その他関係法令等に適合していること。 

 ４）火器及び引火性の高い物質等を持ち込む場合には必ず消火器を持参すること。 

 ５）出店前の検温、マスク着用、従事中のこまめな消毒を心がけること。 
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６．飲食出店条件 

   保健所で手続きの必要な飲食物の販売の出店者については、前項の規定に加え、

次の条件を満たす者とします。 

① 食品衛生関係法令等に規定する営業許可施設の営業許可を受けていること。 

② 食品衛生関係法令等に規定する岩手県内一円の臨時営業許可を受けている

こと。 

③ 過去１年間、食中毒の事故暦が無いこと。 

④ 食品（生産物）賠償責任保険等に加入していること。 

⑤ 食品衛生関係法令等の基準に従い、陳列保管及び冷蔵設備があり、容器包 

装等により汚染防止の措置を講ずること。 

   ⑥ 店頭に手指消毒液を設置すること。 

７．テント内の基本設備 

 １）出店者表示用のプレート（１枚）は事務局で作成いたしますが、出店者が所有

する看板・のぼり等の持ち込みも可能です。 

 ２）テーブル、椅子は、実際に使用する個数を出店申込書に記入してください。 

（※希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。） 

 ３）ガス及び給排水等は、各テントに付いておりません。ガスについては出店者側

で準備願います。給排水については、決められた箇所での使用となります。 

８．出店物等の搬入・搬出 

 １）搬入時間 ９月 ９日（土）午前８時００分～午前９時３０分 

        ９月１０日（日）午前８時００分～午前９時３０分 

        ※イベント開始時間の午前１０時までには、必ず出店物等を陳列す

るようお願いします。 

 ２）搬出時間 ９月 ９日（土）午後４時３０分～ 

        ９月１０日（日）午後４時３０分～ 

 ３）運搬 

イベント広場の敷地（芝生内）には、車両進入できません。台車等は各自で

ご準備して使用してください。 

 ４）経費 

出店の搬入、搬出の経費は、すべて出店者の負担となります。 

 ※ 原則２日間とも出店していただくこととなります。やむを得ず、どちらか１日  

の日程での出店を希望する場合は、申し込み時にご相談ください。 

   なお、１日のみの出店とする場合も出店料は２日間単位となります。 

９．出店者の駐車場 

 １）出店者の駐車場は、会場北側のイベント駐車場となりますが、やまびこフェス

タの来場者の駐車場も兼ねておりますので、最小限の車両台数でお願いします。 

 ２）出店者には予め駐車券を配布します。 
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10．販売 

 １）商品の販売価格について 

① 消費税は、内税方式で設定してください。 

② 価格は、通常の小売価格以下での特別価格で設定してください。 

 ２）販売代金等の金銭管理については、主催者は一切責任を負いません。 

 ３）買物袋、包装紙等は、各出店者で準備してください。 

 ４）出店者は、事前に配布する「出店結果報告書」により、売り上げの報告をイベ

ント終了後に本部へ行ってください。 

11．食品販売 

 １）食中毒を起こさないように、調理器具・食材等の衛生管理には、十分気をつけ

てください。 

 ２）容器包装に入れられた加工食品には、食品衛生法に基づく「名称」、「使用添加

物」、「保存方法」、「消費期限又は品質保持期限」、「製造者氏名」、「製造所所在

地」等を、必ず表示してください。 

12．ゴミ処理 

  やまびこフェスタ期間中に来場者に飲食のため販売した容器類のゴミは、事務局

において一括して処理しますが、それ以外の出店者のゴミはお持ち帰りください。 

13．禁止事項 

  ■出店者及び従業員は、次に上げる行為をしないようお願いします。 

   ① 出店者の権利を第三者に譲渡又は転貸し、もしくは管理運営を委託すること。 

   ② 危険物を販売すること。 

   ③ 指定された目的や指定場所以外で火気を使用すること。 

④ その他、イベント運営に支障があるような行為をすること。 

■出店者及び従業員は、次に上げる禁止行為を順守くださいますようお願いしま 

 す。 

①会場内での喫煙は所定の喫煙場所を設けているので、それ以外の場所での喫 

煙をしてはならない。 

   ②出店者の会場内における飲酒を禁止する。 

14．事故等の処理 

   次のような場合には、出店責任者は直ちに関係機関及び実行委員会に連絡する

とともに、その指示に従い処理してください。 

①  火災及び盗難が発生したとき。 

②  食中毒が発生したとき。 

③  不審者もしくは不審物を発見したとき。 

④  その他、事故が発生したとき。 
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15．出店の取り消し  

実行委員会は、出店者が次のいずれかに該当するときは、出店を取り消すこと

が出来ます。 

① 関係法令及びこの要領に違反したとき。 

 ② その他、実行委員会が不適当と認めたとき。 

16．損害賠償 

   出店者（従業員）は会場の施設又は第三者に対して損害を与えたときは、その

損害賠償の責任を負うものとします。 

17．出店者会議 

  ①日 時：７月下旬予定（※後日ご案内します。） 

  ②場 所：宮古市 川井総合事務所２階 第１会議室 

〒028-2302 宮古市川井第2地割186番地1 

  ③その他：出店者会議で、テント設営時の位置や出店に係る留意点等の説明をし

ます。 

18．出店の申し込み・お問合せ先 

（１）申し込み方法 

    別紙「出店申込書」に所要事項を記入し、郵送又はＦＡＸでお申し込みくだ

さい。 

（２）申込期限 

    令和５年７月１４日（金） 必着 

（３）申込先・お問合せ先 

    〒028-2302 岩手県宮古市川井第２地割１８６番地１ 

     やまびこフェスタ実行委員会事務局 

      （宮古市川井総合事務所 担当：山崎） 

     ＴＥＬ  0193-76-2114（直通） 

ＦＡＸ  0193-76-2042 

     Ｅ-mail  t_yamazaki44@city.miyako.iwate.jp 


